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４－１ ○月形町防災会議条例

昭和３７年１２月 ５日 条例第１６号

改正 昭和４０年 ５月３１日 条例第１０号

昭和６１年 ６月３０日 条例第１５号

平成 ９年 ３月１８日 条例第 ５号

平成１２年 ３月１６日 条例第１１号

（趣旨）

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６項の規定に基づき、月形

町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

（１） 月形町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

（２） 月形町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

（３） 水防法（昭和２４年法律１９３号）第３２条第２項の規定に基づき、月形町水防計画を調査審議

すること。

（４） 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

（会長及び委員）

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

２ 会長は、町長をもって充てる。

３ 会長は、会務を総理する。

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

（１） 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

（２） 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が委嘱する者

（３） 北海道知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

（４） 町長が部内の職員のうちから指名する者

（５） 北海道警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

（６） 教育長

（７） 岩見沢地区消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者

（８） 岩見沢地区消防事務組合の消防団のうちから町長が任命する者
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（９） 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

（10） その他町長が必要と認める者

５ 前項の委員の任期は２年とする。ただし補欠の委員はその前任者の残任期間とする。

（専門委員）

第４条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

２ 専門委員は、関係機関の職員、月形町の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命（指名）する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。

（議事等）

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防

災会議にはかって定める。

附 則

この条例は、昭和３７年１２月２０日より施行する。

附 則（昭和４０年５月３１日条例第１０号）

この条例は、公布の日から施行し、昭和４０年５月１日から適用する。

附 則（昭和６１年６月３０日条例第１５号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成９年３月１８日条例第１５号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１２年３月１６日条例第１１号抄）

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。
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４－２ ○月形町防災会議運営規程

昭和６２年３月３１日

訓令第１号

（趣旨）

第１条 月形町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営について災害対策基本法（昭和３６年法律第

２２３号）、災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）及び月形町防災会議条例（昭和３７年

月形町条例第１６号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

（会長の職務代理者）

第２条 防災会議の会長（以下「会長」という。）に事故があるときは月形町副町長がその職務を代理する。

（防災会議の招集）

第３条 防災会議は、会長が招集する。

２ 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。この場合に

おいて招集を求めるために必要とする委員の数は、現に構成する委員総数の 8分の１以上でなければなら

ないものとする。

（議事）

第４条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、緊急の

ため会長が必要と認めるときは会議を開き議決することができる。

（委員の異動報告）

第５条 防災会議委員が異動等により変更があった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年

月日を直ちに会長に報告しなければならない。

（会長への委任）

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。
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４－３ ○月形町災害対策本部条例

昭和３７年１２月５日

条例第１７号

（趣旨）

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条第７項の規定に基づき、月形

町災害対策本部に関し必要な事項を定めること目的とする。

（組織）

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

２ 災害対策副本部長は、災害対策副本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理

する。

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

（部）

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

４ 部長は、部の事務を掌理する。

（雑則）

第４条 前各条に定めるものの他、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

附 則

この条例は、昭和３７年１２月２０日から施行する。
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４－４ ○月形町災害対策本部運営規程

昭和６２年３月３１日

訓令第２号

（目的）

第１条 この規程は、月形町災害対策本部条例（昭和３７年条例第１７号）に基づき、月形町災害対策本部

（以下「本部」という。）の運営に関し必要な事項を定め、災害対策に円滑かつ適切な実施を図ることを

目的とする。

（本部の組織及び会議）

第２条 本部には、本部長の職務を補佐するため副本部長を置き、副本部長は副町長を充てる。副町長に事

故があるときは、月形町防災計画第２章第３節別表４に定める職務代理者が代行するものとする。

２ 本部長の下に本部会議を置く。本部会議は、本部長、副本部長及び本部長が必要と認める各部長をもっ

て構成し、災害応急対策の実施、その他防災に関する重要事項について協議する。

３ 本部に部、班を置き、それぞれ関係課長等をその長に充てる。

（事務分掌）

第３条 前条の組織及び事務分掌は、防災計画に定めるとおりとする。ただし、災害の種類、規模及び状況

により一部の部、班を設置しないことができる。

２ 各部長は、部の分掌事務を処理するため、予め担当者を定めておくとともに必要簿冊を備える等、体制

を整備しておかなければならなない。

３ 本部長、副本部長、部長、班長は、災害対策活動に従事するときは、防災計画に定める腕章を着用する。

４ 本部には、原則として本部連絡員を置くものとし、各部長が兼務する。

（本部の設置場所）

第４条 本部長は、災害の規模に応じ災害対策本部を設置する事を必要と認めるときは、本部室を役場内に

置き、当該建物の入り口並びに室前に「月形町災害対策本部」の表示をするものとする。

（本部の庶務）

第５条 本部の庶務は、総務課において処理する。

（本部長への委任）

第６条 この規程によるもののほか、災害対策本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。
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